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午前10時15分開会

会議に付した案件

○概要説明

総合政策部

１．デジタル化の動向と本県の取組について

２．産業のデジタル化の推進について

商工観光労働部

１．商工業におけるデジタル化の推進につい

て

○協議事項

１．提言について

２．次回委員会について

３．その他

出 席 委 員（11人）

委 員 長 安 田 厚 生

副 委 員 長 太 田 清 海

委 員 星 原 透

委 員 原 正 三蓬

委 員 濵 砂 守

委 員 西 村 賢

委 員 日 髙 陽 一

委 員 日 髙 利 夫

委 員 満 行 潤 一

委 員 河 野 哲 也

委 員 図 師 博 規

欠 席 委 員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

総合政策部

総 合 政 策 部 長 松 浦 直 康

総合政策部次長
川 北 正 文

（政策推進担当）

総合政策部次長
殿 所 大 明

（県民生活・サミット担当）

津 田 君 彦総 合 政 策 課 長

産 業 政 策 課 長 大 野 正 幸

デジタル推進課長 甲 斐 慎一郎

商工観光労働部

商 工 政 策 課 長 髙 橋 智 彦

企 業 振 興 課 長 佐々木 史 郎

吉 田 秀 樹オールみやざき営業課長

事務局職員出席者

政策調査課副主幹 田 代 篤 生

政策調査課主査 澤 田 彩 子

ただいまからデジタル化推進対○安田委員長

策特別委員会を開会いたします。

本日の委員会の日程でありますが、お手元に

配付の日程（案）を御覧ください。

本日は、総合政策部、商工観光労働部に出席

をいただき、概要説明を受けた後に質疑を行い

たいと思います。その後、年度末の報告などに

ついて御協議をいただきたいと思いますが、こ

のように進めてよろしいでしょうか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのように決定いた○安田委員長

します。

それでは、執行部入室のため、暫時休憩いた

します。

午前10時16分休憩

午前10時17分再開

委員会を再開いたします。○安田委員長

令和４年12月５日（月曜日）
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本日は、総合政策部、商工観光労働部におい

でをいただきました。

執行部の皆さんの紹介につきましては、お手

元に配付の配席表に代えさせていただきたいと

思います。

それでは、概要説明をお願いいたします。

総合政策部長の松浦でご○松浦総合政策部長

ざいます。本日の御報告の事項でありますが、

お手元の特別委員会資料の表紙下を御覧くださ

い。

目次にありますとおり、本日は、商工業にお

けるデジタル化の推進について、産業のデジタ

ル化の推進について、それからデジタル化の動

向と本県の取組についての３点について御報告

をさせていただきます。それぞれ担当課長のほ

うから詳細を御説明いたします。どうぞよろし

くお願いいたします。

。○高橋商工政策課長 商工政策課でございます

私のほうからは、商工業におけるデジタル化

の推進について御説明いたします。

特別委員会資料、目次めくっていただきまし

て、２ページをお願いいたします。

まず、１の商工観光労働部の取組方針でござ

いますが、当部では、商工業分野において、生

産性向上や販路拡大等を目指してデジタル化に

取り組む事業者等を支援し、デジタル社会にお

ける本県商工業の振興を図ることとしてござい

ます。

次に、２の今年度の主な取組についてでござ

、 、 、 、いますが 当部では これまで啓発 理解促進

人材の育成や確保、取組支援に取り組んでいる

ところでございますが、ここでは、商業、製造

業、情報産業など分野ごとにまとめております

ので、これに沿いまして説明をさせていただき

ます。

まず （１）の商業分野についてであります。、

①の「キャッシュレス版地域内経済循環支援

事業」でありますが、これは地域通貨ポイント

の導入や決済事業者と連携した取組など、市町

村が実施するキャッシュレス推進に係る経費を

補助するものであります。

内容といたしましては、市町村のキャッシュ

レスの取組を２分の１補助率という形で支援す

るものであります。状況といたしましては、現

在、延岡市ほか合計６の市町での取組を支援し

ているというところであります。

②のインターネット販売成長促進事業でござ

いますが、これは支援内容でも記載をしてござ

いますとおり、スキルやノウハウを学ぶセミナ

ーの開催、大手ＥＣモールへの出店支援、特設

サイトをつくってでのＷＥＢ物産展などを行う

ものであります。

右側の３ページをお願いいたしまして、この

事業の取組状況といたしましては、ここに記載

しているとおりの状況となってございますが、

今後は新規出店支援やＷＥＢ物産展の開催など

を通じまして、実際に各事業者にインターネッ

トを使った販売を体験してもらうようなフェー

ズに移行することを予定してございます。

次に、③の「県産品データベース構築事業」

でございますが、これは食や工芸に関する県産

品等の情報をデータベース化するとともに、県

産品事業者とバイヤーがオンライン上で商談・

情報交換等を行う機能やアクセス解析機能を有

した宮崎県産品データベースサイトを構築いた

しまして、県内事業者の全国への販路開拓・拡

大の支援を行うものであります。

支援内容でございますが、今御説明したとお

り、県産品データベースサイトの構築でござい

まして、現在の取組状況といたしましては、デ
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ータベースサイトを来年２月に公開予定として

ございまして、想定しております登録県産品数

といたしましては2,300品目を予定してございま

す。

続きまして （２）の製造業分野について御説、

明いたします。

①の「ものづくり産業ＩＣＴ人材育成等支援

事業」でございますが、これは技術革新や人材

不足など、県内ものづくり産業が今後対応して

いくべき課題を解決するために必要なＩＣＴを

活用した生産性の向上、人材の育成や確保など

の取組を総合的に支援しようとするものであり

ます。

支援内容でございますが、生産性向上・人材

育成確保支援といたしまして、ＩＣＴ導入に係

るセミナーや産学官連携による研究会、人材育

成講座、工業系の高校生を対象としました企業

説明会などの開催を支援するものであります。

また、その下、みやざきテクノフェア開催と

いたしましては、ＩＣＴをはじめ、本県の優れ

た技術・製品等の展示紹介による県産技術等の

利用促進、受発注拡大促進を図る、みやざきテ

クノフェアの開催を支援するものであります。

めくっていただきまして、４ページをお願い

いたします。

一番上でございますが、取組の状況といたし

ましては 企業内ＩＣＴ人材育成講座やＤＸ デ、 （

ジタルトランスフォーメーション）推進に係る

講演会を開催するとともに、先月18日から19日

の日程で、みやざきテクノフェアを開催いたし

まして、合計で3,500人の来場があったところで

あります。

②の「ものづくり企業等コロナ対策総合支援

事業」でございますが、これはコロナ禍におけ

るデジタル化の加速や非接触型ビジネスの拡大

など、経済活動を取り巻く環境の変化に対応す

るため、ものづくり企業等が実施する生産性向

上、ＩＣＴ導入の取組に対して支援するという

ものであります。

支援内容でございますが、ものづくり企業生

産設備等改修支援につきましては、補助率は２

分の１以内、補助上限2,000万円でございます。

また、ＩＣＴ技術導入支援につきましては、

補助率２分の１以内、補助上限は若干変わりま

して500万円としてございます。

取組の状況といたしましては、生産設備等改

修支援については、既に13社に対し、交付決定

を行い、またＩＣＴ技術導入支援につきまして

は、合計39社に対して交付決定を行っていると

ころであります。

その下の③「先端技術研究開発促進・人材育

成支援事業」でございますが、これは工業技術

センターと宮崎大学工学部・都城高専が連携い

たしまして、県内中小企業のものづくり現場を

実証フィールドとしまして、ＩｏＴ等の先端技

術導入による生産性向上、働きやすい業務環境

の創出・改善に向けた研究開発を行うものであ

ります。

支援内容でございますが、研究開発のほか、

先端技術に関するセミナーの開催としてござい

ます。

取組状況につきましては、右側の５ページの

一番上でございますが、ものづくり現場におけ

る振動音などの解析による機械装置の状態監視

に関する研究を宮崎大学工学部と連携して行っ

ております。

また、ものづくり現場におけるＩｏＴ技術を

活用した省力化・可視化に関する研究を都城高

専と連携して行っております。

また、先端技術に関するセミナーにつきまし
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ては、９月に開催をしましたほか、今後、３月

までに３回開催する予定としてございます。

続きまして （３）の情報産業分野について御、

説明いたします。

①の「みやざきＩＣＴ産業を担う人材育成事

業」でございますが、これは急速に発展するＩ

ＣＴ技術に対応する県内ＩＣＴ人材を育成する

ための高度な資格取得につながる連続講座を開

催するものであります。

支援内容でございますが、県内ＩＣＴ企業の

技術者等を対象とした連続講座の開催でござい

まして、状況といたしましては、その下に記載

をしてございますとおり、基本情報技術者研修

などの各種研修を実施、または今後実施をさせ

ていただく予定としてございます。

次の②の「みやざきＩＣＴ産業人材スカウト

事業」でございますが、これは企業や人の地方

回帰の動きが加速する中、ＩＣＴ人材の確保を

図るためのネットワークによる情報交換やホー

ムページ等による情報発信の取組などを支援す

るものであります。

支援内容でございますが、首都圏在住のＩＣ

Ｔ人材との人的ネットワークの強化といたしま

して、ネットワークへの新規登録や県から情報

発信するための専用ホームページを充実させま

して、登録者数を増加させるなど、首都圏在住

のＩＣＴ人材の人的ネットワークを強化するも

のであります。

また、その下の本県の魅力発信やＩＣＴ産業

振興に係る取組の情報提供、情報交換等の実施

といたしまして、ネットワークを通じまして、

県内ＩＣＴ企業の情報や県のＩＣＴ産業振興に

係る取組などについて、首都圏での情報交換会

の実施等により広く周知をさせていただくこと

としております。

ページめくっていただきまして、６ページを

お願いいたします。

この事業の取組状況といたしましては 既に45、

人の方にネットワークに登録していただいてい

るともに、情報交換会につきましては10月15日

に都内で開催したところでございます。

最後に （４）のその他について御説明させて、

いただきます。

「商工会ＤＸ推進事業」でございますが、こ

れは小規模事業者の支援の担い手であります商

工会等が行う経営支援の効率化を図るため、商

、工会ＤＸ推進アドバイザーを設置いたしまして

ポストコロナを見据えたビジネスモデルの変革

等に取り組む小規模事業者への支援体制を強化

しようとするものであります。

支援内容といたしましては、県商工会連合会

に商工会ＤＸ推進アドバイザーを設置するとと

もに、アドバイザー及び各圏域を代表する経営

指導員で構成するワーキンググループの開催等

を支援するというものであります。

取組状況といたしましては、商工会を巡回し

てのアドバイザーによる個別相談、またワーキ

ンググループの開催、事業者向け研修の開催な

どを行っているところであります。

商工政策課からの説明は以上であります。

資料７ページを御覧くだ○大野産業政策課長

さい。

産業政策課からは、産業のデジタル化の推進

について御説明いたします。

１の基本的な考え方であります。

人口減少が進む中、人手不足や生産性の低さ

という課題を克服し、地域経済を成長させてい

くためには、産業のデジタル化を積極的に推進

する必要があると考えており、県全体で様々な

取組を進めているところであります。
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２の産業のデジタル化に関する本県の現状に

、 、 、 、 、つきまして 建設業 農業 林業 商工業など

、産業分野ごとに取組を進めているところですが

産業全体のデジタル化を推進していく上での課

題として （１）事業者の理解が進んでいない、、

（２）デジタルスキルを持った人材が不足して

いる （３）費用対効果が見えにくく、設備投資、

に至らないという３つの共通課題があると考え

ており、当課では、これらの３つの課題に対し

て、啓発・理解促進、人材育成、実装支援とい

う３つの柱立てにより取組を進めているところ

であります。

８ページをお開きください。

。令和４年度の取組について御説明いたします

まず、啓発・理解促進についてであります。

（１ 「みやざきＤＸさきがけプロジェクト推）

進事業」であります。

ＤＸ推進セミナーは、事業者だけでなく、商

工団体や金融機関など、産業支援機関を対象に

ものづくりや農畜産、観光サービスなど、各産

業のＤＸ成功事例等についてセミナーを開催す

るものです。全６回のうち、現在、５回を終了

しておりまして、延べ398名の参加者となってお

ります。

次に （２ 「みやざきＤＸさきがけソリュー、 ）

ション体験展示会事業」であります。

ＡＩやＶＲなどの最新技術や業務プロセスの

改善ツールなどを紹介する展示会を先週の11

月29日、30日の２日間、ＪＡ・ＡＺＭにおいて

開催いたしました。県内だけでなく、県外のＩ

Ｔ企業にも出展をお願いしまして、来場者508名

と、多くの企業の方々に御来場いただいたとこ

ろです。

９ページをお願いします。

人材育成の取組についてであります。

（１ 「みやざきＤＸさきがけプロジェクト推）

進事業」においては、先ほどのＤＸ推進セミナ

ーのほかにＤＸ塾という、いわゆる連続講座も

開催しております。

これは県内事業者や産業支援機関を対象に、

実際の企業現場を実習のフィールドとして、課

題の洗い出しやデジタルを活用した改善方法な

どを検討するＤＸの活用手法を学ぶ連続講座で

す。

塾生はグループに分かれまして、企業の現場

で課題のヒアリングを行った上で、デジタルを

活用した改善策を議論し発表するという、より

実践的なプログラムとなっております。

次に （２ 「先端ＩＣＴ人材育成事業」は、、 ）

ＡＩ関連技術を習得したい人や、現場とＩＣＴ

企業との橋渡しとなるビジネストランスレータ

、ーを目指す者を対象にＡＩについて学ぶ講座で

全10回の基礎講座に49名が参加しております。

年明けからは、実際にＡＩを導入している企業

の現場で学ぶ実践講座を４回行う予定としてお

ります。

10ページをお開きください。

（３ 「次世代地域ＩＴ人材育成・確保事業」）

では、ひなたデジタルアカデミアという名前を

つけまして、高校生及び大学生を対象に、ＩＴ

スキル関連の連続講座やＩＴ企業等への就職支

援を実施しております。

ＩＴの基礎等を学ぶ共通コースが58名、専門

コースでは56名が受講し、今後は企業説明会や

インターシップも実施し、県内への就職支援に

も取り組んでまいります。

（４ 「地域密着型ＩＴ人材育成事業」は、離）

職者及び求職者向けの講座で、ＩＴスキル習得

のためのオンライン講座と会社説明会等の就職

支援を併せて実施するものです。
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オンライン講座は、初級から上級まで19のコ

ースを設定しておりまして、受講者のレベルに

応じて選択ができ、現在、82名が受講をしてお

ります。

11ページをお願いします。

次に、実装支援の取組についてであります。

（１ 「みやざきＤＸさきがけプロジェクト推）

進実装支援事業」は、デジタル化・ＤＸに取り

組む事業者に対する補助を行うものです。

タイプ１は、補助上限額500万円で、効率化、

省力化という生産性の向上につながる取組を８

件採択しております。

タイプ２は、補助上限額2,000万円で、タイプ

１より、より高度な技術の活用や事業の見直し

等を伴う取組で、まさにＤＸとして経営の変革

までつながるような取組を４件採択しておりま

す。

タイプ１の採択事例の一つとして、株式会社

サニー・シーリングの事例をお示ししておりま

す。現状では、工場の中で、人と設備の稼働時

間を作業終了後に各自で入力をして管理をして

おりますが、ＡＩカメラや人と設備の稼働状況

を分析するシステムを導入することで現場管理

を数値化、リモート化し、生産状況のデータ分

。析・最適化が可能となるというものであります

12ページをお願いします。

タイプ２の選択事例として、有限会社浅野水

産の事例を御紹介いたします。

これはインターネットがつながらない沖合に

おいて、衛星通信を活用して、リアルタイムに

船と陸との間で海況の情報などのデータを共有

・蓄積し、これに天候などのいわゆるビッグデ

、 、ータとかを併せた上で ＡＩで判断することで

これまでの勘や経験に頼っていた漁場決定をデ

ータに基づき予測するというシステムを構築す

る取組であります。

また、現在、人が目で確認していますエンジ

ン等の船内機器の稼働状況や魚艙の温度管理に

ついても、タブレット等でできるようにする予

定にしております。

13ページをお願いします。

「 」みやざきフードビジネスＤＸ実装支援事業

であります。

飲食店や小売事業者等のフードビジネス事業

者を対象に、人の流れを把握するためのＡＩカ

メラを設置し、人流データとＰＯＳデータ、気

象情報等のビッグデータと組み合わせて、ＡＩ

で需要予測を行うシステムの導入を支援するも

ので、４件を採択しております。

次に （３ 「ひなたデジタルイノベーション、 ）

創出事業」は、コンサルティング会社を活用し

て、デジタル化に向けて悩みを抱えている県内

事業者の課題を整理し、ＩＣＴ企業とのマッチ

ング、実装までのいわゆる伴走支援を行うもの

、 、 。で 現在 ５者に対して支援を行っております

14ページをお開きください。

４、今後の取組についてであります。

現在、様々な事業に取り組んでいるところで

ありますが、その中で、より小規模な事業者で

、も参考になる事例をもっと知りたいであるとか

デジタル化についてどこに相談すればよいのか

分からないといった声も多く伺っているところ

です。

デジタル化に関する悩みや課題は、事業者ご

とに様々であり、これらの悩みや課題に対し、

さらに広く、きめ細やかな支援を届けていく必

要があると考えているところです。

このため、引き続き啓発・理解促進、人材育

、 、成 実装支援の３つの視点で取組を進めながら

事業者の課題に対し、よりきめ細やかな対応で
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きる方策など、効果的な支援の在り方について

検討してまいることとしております。

産業政策課からは以上であります。

デジタル推進課でご○甲斐デジタル推進課長

ざいます。

当課からは、今年５月の本特別委員会で、国

のデジタル化の動向と本県の取組について御説

明いたしましたが、今回は、その後の動きを中

心に御説明したいと思います。

資料の15ページを御覧ください。

、 、まず １の国のデジタル化の動向としまして

（１）のデジタル田園都市国家構想基本方針が

令和４年６月７日に閣議決定され、人口減少を

はじめとする地方の社会課題に対して、デジタ

ルインフラを急速に整備し、官民でＤＸを積極

的に推進することが示されております。

アのデジタルの力を活用した地方の社会課題

につきましては、デジタルの力を活用した課題

解決に向けまして、①地方に仕事をつくる、②

人の流れをつくる、③結婚・出産・子育ての希

望をかなえる、④魅力的な地域をつくると、４

つ類型に分類して取り組むこととされておりま

すけれども、その具体的な進め方については、

下のポンチ絵のほうを御覧ください。

まず、ステップ１として、地域の社会的課題

を解決するためには、人材を呼び込むための施

策を強化し、地域や都市部からの人の流れをつ

、 、 、くること ステップ２では デジ田交付金など

国の資金、あるいは企業版ふるさと納税などの

支援を集め、産学官が一体となって地域の課題

解決を図る具体的なプロジェクトを始動するこ

と、そしてステップ３として、各プロジェクト

を持続可能なものとするため、新産業として育

て、仕事をつくる取組へとつなぐことが示され

ております。

、 、 、特に ステップ２・３では データ連携など

専門性の高い仕事を創出すること、例えば農業

とか、製造分野における生産性を高めるための

データ解析サービスや、病気や介護を未然に防

ぐための生活データ解析サービスなど、社会課

題から新たなビジネスを創出することがイメー

ジされておりまして、段階的に右端にあります

Ｗｅｌｌ―ｂｅｉｎｇ、一人一人の希望がかな

うまちづくりへとつなげていくこととされてい

るところでございます。

16ページを御覧ください。

イのデジタル田園都市国家構想を支えるデジ

タル基盤整備として、ハード面では、2030年度

までに５Ｇの人口カバー率99％を達成するなど

のインフラ整備計画が示されております。

また、ソフト面では、マイナンバーカードの

普及促進と用途の充実など、利活用を地方公共

。団体と連携して進めることが示されております

、ウのデジタル人材の育成・確保としましては

不足するデジタル人材について、2026年度まで

に人材育成やＵＪＩターンなどによる地域への

人材環流を促進すること、エの誰一人取り残さ

ないための取組では、今後任命するデジタル推

進委員により、デジタル機器やデジタルサービ

スに不慣れな方に対する講習会を開催すること

などにより、誰もがデジタルの恩恵を受けられ

る環境を整えていくことなどが示されていると

ころでございます。

17ページをお開きください。

（２）市町村の自治体ＤＸ推進につきまして

は、国は令和２年12月にアの自治体ＤＸ推進計

画を策定し、主に市町村が取り組むべき重点取

組事項を示しております。

その具体的な中身の一つがイの自治体情報シ

ステムの標準化・共通化でありまして、住民基
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本台帳など、基幹的な20のシステムについて、

全国共通化を進めることとなっております。ウ

にありますように、そのための財政措置も予定

されているところでございます。

また、県に対しては、市町村がこれらの取組

を着実に推進するための積極的な支援が求めら

れているところでございます。

18ページをお開きください。

２の本県の取組についてであります。

県内市町村につきましては、デジタル人材の

不足によりまして、ＤＸの対応に苦慮されてい

る自治体が多いと認識しております。

そこで、今年度、外部委託によります「自治

」 、体ＤＸサポート事業 に取り組んでおりまして

ネットワークやセキュリティーなどの専門人材

をアドバイザーとして確保し、システム導入に

関する研修会の開催や個別具体的な助言指導を

進めているところでございます。

19ページをお開きください。

（２）その他の県の取組といたしまして、ア

の「ひなたデジタルデータ利活用加速化事業」

におきまして、①にありますように、ＳＮＳ、

ＬＩＮＥになりますけれども、利用者向けの自

動応答ツール導入や、②にありますように、県

の地理空間情報システム「ひなたＧＩＳ」を活

用して、現在、紙で管理されている地図や図面

データなど、そういったものをデジタル技術に

より、行政情報を効果的に提供するための環境

整備というものに取り組んでいるところでござ

います。

20ページをお開きください。

イの「プログラミングチャレンジ事業」でご

ざいますけれども、民間のプログラミング教室

がない中山間地域の小学生を対象としまして、

実践的なプログラミング学習の実施をしている

ところでございます。

21ページをお開きください。

ウの中山間地域の高齢者を対象としたスマー

トフォンやセキュリティに関する講座につきま

して、携帯電話ショップのない中山間エリアの

高齢者を対象に、スマートフォンの基本的な操

作、スマートフォンを狙った犯罪の防止に関す

る講座について開催しているところでございま

す。

また、エの宮崎県サイバーセキュリティに関

、 、 、する連携協定につきましては 県 県警察本部

宮崎県企業・警察サイバーセキュリティ連携協

議会の３者が協定を締結しまして、安全で安心

なサイバー空間の実現のための啓発活動等に連

携して取り組むこととしているところでござい

ます。

22ページをお開きください。

３の今後の課題・まとめでございますけれど

も （１）のデジタル化による労働生産性の向上、

とデジタル人材の育成・確保について、今後は

生産年齢人口の減少・労働力不足が懸念されて

おりますので、デジタル技術を十分に活用でき

る専門人材が地域で活躍できる環境を整えてい

く必要があると考えております。

また、全ての労働者に対してデジタル技術を

より一層活用していくための知識の底上げが重

要であると考えているところでございます。

（２）の市町村の実情に応じた伴走支援の実

施につきましては、市町村業務について、住民

の利便性向上と対応します職員の業務効率化の

両立を図るために、引き続き実情に応じた伴走

支援に取り組んでいきたいと考えております。

（３）のデータ連携などによる新たな価値の

創造につきましては、国や市町村など、所属を

超えたデータの連携や、将来的には民間事業者
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と一緒に官民データの連携を進めることで、住

民向けの新たなサービスの構築が期待されると

ころでございます。

誰一人取り残さず、将来にわたって活力が持

続される魅力的な地域づくりの推進のため、社

会全体のデジタル化の実現に向けた取組をさら

に加速化させていきたいと考えているところで

ございます。

説明は以上であります。

執行部の説明が終わりました。○安田委員長

御意見、質疑がございましたらお願いいたし

ます。

まず、質疑をさせてください。○ 原委員

16ページの５Ｇのカバー率とか、いろいろあ

るのですが、４段目、日本周回の海底ケーブル

というのがあるのですね。2025年度末にはでき

るとあり、あと３年ですが、ちょっと私がこれ

。についてあまり情報を知っておりませんでした

周回というのは、ずっと日本を回るようになっ

ているということですか。

おっしゃるとおり、○甲斐デジタル推進課長

今、日本全国、海底でケーブルをつないでいる

のですが、宮崎県にも佐土原町のところに基地

局がございまして、ほぼ南九州のほうは、もう

既に設置がある程度完了している状況です。ま

だ日本海側とか、一部そういうところが整って

いないところがございますので、そういったも

のも含めて、全国的にその配備をしていくとい

うことで計画されているところでございます。

知らぬは一生の恥だから聞きまし○ 原委員

た。ありがとうございました。

次に、５ページ 「みやざきＩＣＴ産業人材ス、

カウト事業」について 「企業は人なり」という、

のは当たり前のことなんですけれど、地域も人

なり、我々政治も人なりだと言われます。いか

、 、に人材を集めるか 集まるかということが地域

産業の発展のためにはとても必要なことだと

思っています。

大企業の場合だったら余裕があるので、人材

、 、育成にかなりの時間とお金 労力を投じますが

宮崎県の場合は、零細企業が多いので、ゼロか

ら育てるには時間もかかるし、なかなかそこに

注力できないということがあります。まさしく

このスカウトをしてくるということは非常に大

事なことで、今、この人口減少の中で、いわゆ

るＵＪＩターンにつながるわけです。今のとこ

ろ45人ということですけれども、もっともっと

増やすことで、そのＩＣＴ、ＩＴに対する技術

も向上していくわけです。もうちょっと詳しく

今後の見込みだとか、取組を教えていただくと

ありがたいと思っています。

企業振興課でございま○佐々木企業振興課長

す 「みやざきＩＣＴ産業人材スカウト事業」で。

ございますが、狙いとしては、今、委員がおっ

しゃったとおり、首都圏だとか、都会にいるＩ

ＣＴ人材を宮崎県のほうに来ていただくという

ようなことを目標としております。取組状況と

して御紹介させていただきましたけれども、人

材ネットワーク登録者数として、今年の11月の

時点で45人の登録がございます。

その下に情報交換会と書いてありますが、10

月に東京都内で開催をいたしまして、そこに43

人の方が参加していただいております。当然こ

の事業では、県内にそういった方を呼び込みた

いということで、そういった仕事の話と、いわ

ゆる移住の話と両方の話をこの中でやっている

というところでございます。

宮崎県内のＩＣＴ関係企業の情報について御

提供したり、人と人とのつながりをこの中でつ

くっていくというところでございまして、昨年
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度からスタートしております。一応、今年度２

名の方が宮崎県内のほうに移住をして就職をし

ていただけるというところが成果として出てき

ているところでございます。引き続き、人材の

確保、ひいては移住の促進にもつながっていく

といいと考えて取り組んでいるところでござい

ます。

ぜひお願いします。それと今、例○ 原委員

えば大手のグローバルな企業で人員整理をした

りとか、日本の企業の中にもやむにやまれぬ事

情で人員整理が行われたり企業統合が行われた

りしています。

そういう意味では、このＩＣＴの人材という

ものが、結構今フリーになっているのではない

かと思います。

だから、待ちではなくて、そういう企業をタ

ーゲットにこちらから勧誘をしていくというこ

とはできないのかなとずっと思っていたのです

、 。が その辺りのことは考えられないものですか

今年度行いました交流○佐々木企業振興課長

会等に参加している方等に、どういう情報をつ

かんで参加されたのかというアンケートを取っ

ていますが、知人の紹介だとか、ホームページ

。を見てきたというような方がいらっしゃいます

そして 意外と多いのがＳＮＳ 県の公式のフェ、 、

、イスブック 東京で開催をしておりますので─

宮崎県の東京事務所のフェイスブック等で広報

しておりまして、そういったところの情報を見

てこられたという方が多数いらっしゃいます。

引き続き、今後の事業実施に際しましては、

そういったＩＴ人材の方が御覧になるようなメ

ディアだとか、広報の手段をなるべく活用しな

がら、参加していただける人材の確保につなげ

ていきたいと考えております。

昔、国鉄が民営化するときに、人○ 原委員

員の整理をしないといけなかった。市町村、県

もだったと思いますけれど、その中の方々を何

人か受け入れたとか、そういう事例もあるわけ

です。

だから、そういう人員的な整理をされる大手

の企業等に直接営業をかけて、宮崎県ではこの

ような企業、仕事がありますということの折衝

。をしたらいいのではないかと私は考えています

その辺のところは待ちではなくて、攻めでで

きませんか。部長、どうですか。

考え方として、私もそう○松浦総合政策部長

いうことが 直接企業に云々ということがど─

うかというのはありますけれども、できないも

のかというのは何年か前から考えているところ

ではあります。

委員がおっしゃったように、東京とかの人口

の移動を見ると、これはＩＣＴの技術者だけで

はないのですが、10代、20代の前半ぐらいまで

は物すごく東京に人が入っています。これは進

学もあるでしょうし、就職もあるでしょう。た

、 。だ 20代の後半ぐらいから外に出ているのです

転勤もあるだろうと思うのですが、一旦就職

をされて、辞めて外に出るという方もたくさん

いらっしゃると思いますので、そういった方々

を何とかターゲットとして捉えていけるような

仕組みをできないかというようなことは、随分

悩んできております。明確な形になっておりま

せんけれども、それは大きな課題だと思ってお

ります。

要は、人材ということです。人材○ 原委員

が地域を育て、企業を育て、生産性を上げて豊

かな社会をつくっていくわけだから、ぜひお願

いしたいと思います。以上です。

19ページですが、10月にこの○日髙陽一委員

委員会で静岡県のほうに３次元の点群データの
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調査に行かせていただきました。その説明をし

ていただいた方は総務省のアドバイザーにも

なっていらっしゃって、本当にすばらしい、す

ごい方だと思ったのですが、その方が 「私なん、

かよりも宮崎には『ひなたＧＩＳ』といって、

すごい宝物がある」と、逆に教えていただきま

した。すごい人材がいらっしゃるので、しっか

りと活用されていると思っていました。

その上のほう、① 「ひなた情報提供デジタル、

化推進事業」ですが、これも本当に大事な部分

だと思っております。スマートフォンやＳＮＳ

に対応したということですが、いろいろな地域

で、例えば県のホームページを見たことがあり

ますかと聞いたら、本当に数人しかいないので

す。

そういう中で、こういうものが活用されると

本当にいいと思うのですが、この情報提供は、

どのようにされていくのか。

まさに、今、整備を○甲斐デジタル推進課長

進めているところでございますけれども、今年

度は、まずはコロナ関係の情報提供 もちろ─

ん電話でいろいろお問合せをいただくというこ

とはあるのですが そうでなくて スマートフォ、 、

ン、ＳＮＳを慣れている方に対して、そういう

ページをつくりました。聞きたいことはワクチ

ン接種のことなのか、今の感染状況のことなの

か そういった情報に簡単に飛べるようにチャッ、

トボット 自動応答機能でできるようにする─

ことで、利用者の方は比較的簡単に情報にたど

り着けます。また、職員については、電話対応

が一部減るといった負担軽減にもなります。利

用者の利便性と職員の負担軽減の両方を実現し

たいと思って、今、整備を進めているところで

ございます。

取りあえず、今年度はコロナ対策を中心に進

めようと思っていますけれども、これは行く行

くは県の情報、あらゆるものを仕組みとしてつ

くります。そこに情報を掲載していけば、いろ

いろな情報が提供できるようになりますので、

段階的にそういった情報を充実させていきたい

と考えているところでございます。

コロナ禍に関しても、地域の○日髙陽一委員

人にとっては、まだ情報が第１波、２波、３波

のままで、まだ怖いという方がいらっしゃいま

す。そういう情報提供がしっかりできるように

なると、県民の皆さんも動きやすくなるのかと

思いますので、よろしくお願いします。

３ページ、製造業分野のＩＣＴ人○西村委員

材のところで、実は、みやざきテクノフェアを

この前見に行かせていただきました。私は初め

て行ったのですが、物すごく人も多くて、熱気

もあって、また学校によっては恐らくバスで動

員して、何十人という子供たち 中学生だと─

思うのですが もおり、いい取組だと思いま─

した。ここにＩＣＴ人材とか、いろいろ書いて

いるのですが、実際、私があの現場で見たとき

には、昔ながらのものづくり中心の伝承みたい

、 。なところに 多くのコーナーを割いていました

それが決して悪いことではないのですが、ここ

に書いてあるようなＩＣＴの人材支援、例えば

導入支援、もしくは成功事例の発表といったも

のに関しては、まだまだ弱いように私はちょっ

と感じました。

資料にあるように、宮崎県はＩＣＴ分野が遅

れているとか、まだまだほかの地域に追いつい

ていないといった状況把握が物すごくできてい

るわけです。

ですから、例えば、このテクノフェアをうま

く生かして、日にちを分けたほうがいいのか、

その会場をもっと大きくして、ものづくりコー
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ナーとＩＣＴコーナーを新設してつくっていく

、とか せっかくあれだけの人たちが集まって─

お互い企業同士が情報交換したり、あれを見に

行かれた方がすごい勉強して持ち帰ったりする

というのは、非常にいい機会だと思います。Ｉ

ＣＴに特化した導入事例のコーナーの設置で

あったり、県内にもそういうものを生産されて

いる企業もたくさんあるでしょうから、そうい

う方にも参加を呼びかけて、もっとブースを増

やしていくとか、もっと会場を変えていくとか

場合によっては、期間を長くして途中で入─

れ替えるとか、何かしらせっかくやっているも

のを生かしていくような取組をしてはどうかと

思いますが、いかがでしょうか。

みやざきテクノフェア○佐々木企業振興課長

でございますけれども、これはかなり長い歴史

がございまして、宮崎県工業会と県との共催と

いうことでやっております。

当初はどちらかというと、特にものづくり企

業中心で、企業間での場合によっては取引が成

立したりだとか、そういったそれぞれの企業が

自分たちの持っている技術、製品について知っ

てもらう、あるいはそれを県民にも広く知って

いただくということを目的に始めております。

近年人材の問題、かなり企業にとっても非常

に重要な問題ということで、県内の高校生、中

学生等についても来ていただいて、自分たちの

勉強の成果を発表していただいたりだとか、県

内の企業の情報を知っていただいて、その後の

、 、進路の参考にしていただくということで 現在

進んできているところでございます。

その中で、参加企業等につきましても、ＩＣ

Ｔ関連の企業も少し出てきてはいるのですが、

今、委員がおっしゃったように、特にＩＣＴ部

門を際立たせたような形には 今のところはなっ、

ていないところでございます。

御指摘のように、そういった現状でございま

すので、今後、その会場の中の展示の仕方だと

か、企画の方法などを少し工夫いたしまして、

そういったＩＣＴ関係の企業の情報等を分かり

やすく展示できるように少し工夫をしてみたい

と考えております。

ありがとうございます。本当にす○西村委員

ばらしいと思いますし、場合によっては、例え

ば県南、県北とか、それぞれ分けて開催 今─

は宮崎市だけだと、先ほど言われた中学生、高

校生というのは、どうしてもこの周辺の人しか

行けないのではないかと思います。場合によっ

ては、違う場所での開催というものをやって、

県内全域で盛り上げていただくといいかと思い

。 、ます ものづくりがもちろん悪いわけではなく

進化はしているけれど、今の学生たちが見るに

は、まだときめきが少ないかなと 余計なこ─

とかもしれませんけれど 思いますので、よ─

ろしくお願いいたします。以上です。

21ページです。非常に初歩的なこ○ 原委員

とですけれど、我々は、スマートフォンの機能

を何％使っているか、パソコンでもそうですけ

れど、たまに話をしています。

この前、ようやく私も、マイナンバーの手続

に行きました。すると、１万5,000円分のポイン

トをくれます。

ところが、当然、スマートフォンにアプリを

入れてやらないといけないわけで、キャッシュ

レスの支払いのアプリ等を入れないとできない

わけです。

自分でできたかというと、これが結構厳しく

て、息子の嫁が詳しいので、習って、やってみ

て、便利だということを実感しました。あとは

習う、慣れるで、やっていくうちにいろいろ上
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手になっていくのですが、これは県民の多くの

皆さんに対して、まず、ここのところをしっか

りやらないといけないのではないか。このマイ

ナンバーにしても、その１万5,000円の恩恵、さ

らに何かあと２万円入れると、5,000円のポイン

トがつくとかあります。

そういう恩恵を受けられないわけですから、

ここのところにも力を入れることが 県民─

の100％とはいかないかもしれないけれど、小さ

いようで、初歩的なことだけれど、大きな第一

歩ではないかと思います。ここにもちょっと注

力していくというのはいかがですかね。

まさに委員がおっ○甲斐デジタル推進課長

しゃるように、誰もがデジタルの恩恵を受ける

ということが大事だと思っております。

ここに書いてありますように、初級、中級と

書いてありますが、いきなりスマートフォンが

使いこなせるというのは、それは年齢に関係な

くできないものです。まず、写真を撮って、わ

ざわざ現像に出さなくても、すぐ手元で見られ

るところからスタートして、インターネットを

いろいろ検索してみるとか、だんだんそういう

ステップを踏んでいくと、徐々にＬＩＮＥが使

えるようになるといったことができてまいりま

す。

今、県も中山間地域でやっておりますけれど

も、実は各市町村でもこういった事業をやって

いるところもあります。また、スマートフォン

、の販売店でも利用者を増やす目的の一つとして

そういう教室を開いていたりしています。ほか

にも、例えば、スーパーでも自分のところでポ

イントを使ってほしいということで、マイナン

バーのお手伝いをして、そのスマートフォンへ

の登録までお手伝いするとか、いろんな機関が

総力戦でやっていって、皆さんが使えるように

なるということが大事かと考えております。

また、自治体で熱心なところでは、自治会単

位で丁寧な勉強会をやっていて 最初は全くやっ、

たことのなかった80代、90代の方でも、何回か

、使っていくうちにＬＩＮＥグループをつくって

ＬＩＮＥの中での地域の茶飲み話というか、そ

ういったものができて、ちょっと見守り活動に

つながっている事例も少し出始めたりしていま

す。地道ではありますけれども、そういう積み

重ねが重要ではないかと感じるところでござい

ます。

ひなた食事券は、当初、電子化さ○ 原委員

れたものだけだったのが、買えない人がいっぱ

いいることから、結果的に紙でも発行すること

となったこともあるので、そういうことからし

ても、本当に基礎の基礎ですけれど、このスマ

ートフォンをみんなが使えるようになるといい

誰も取り残さないということが、デジタル─

庁の方針のようですが、今の時点ではかなり取

り残されている人がいっぱいいるわけです。特

に高齢者がです。

周りに詳しい人がいると、そこで習って、ま

た自分でいろいろ暗中模索しながら 上手になっ、

ていくのですが、先ほどの人材がいかにいるか

ということにもつながると思うので、このスマ

ートフォンをもっと多くの皆さんが使えるよう

にするという初歩的なところから、力を入れて

いったほうがいいのではないかという気がしま

す。よろしくお願いします。

７ページになりますが、産業のデ○星原委員

ジタル化の推進ということで、ここにそれぞれ

課題が３つ書いてあって、そのとおりだと思い

ます。

宮崎県の場合は、人口減少、人手不足もそう

ですが、産業としては零細企業が多い中で、ど
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うやってこのデジタル化を進めていくのかとい

う問題が一つあるだろうと思いますし、業種別

にやっていくべきではないかと思います。１次

産業であれば、農業、林業、漁業といった業種

別、あるいは商工業であれば製造業などです。

商工会議所、商工会関係の皆さん方とか、ある

、 、いはＪＡなり 農業関係でそれぞれやっていて

それぞれでも違うと思います。

その中で、こういうことに取り組んでいくこ

とがこれからの時代は求められているとか、そ

ういったものをきちんと皆さん方が理解しても

らい、そういう人たちにどうやって推進させて

いくかということではないかと思います。

今ではなくて、これから３年後、５年後の時

代がそういう要求をしているとなれば、それに

向けて、人材の育成にしても、それぞれの業種

の皆さん方を、どうやってデジタル化の方向に

持っていけるのか。予算面であったり、高齢化

が進んでなかなかこの分野に取り組めないとな

れば、若い人をどうやってそこにつないでいく

、 。かとか いろいろ課題があるような気がします

その辺については、今後このデジタル化推進を

進めていく上でどういうふうに考えておられま

すか。

委員おっしゃるとおりだ○大野産業政策課長

と思います。８ページで紹介しましたＤＸ推進

セミナーの中では、これは部局横断的に共通の

課題について広く検証を行うというセミナー事

業ですが、その中では、ものづくりとか畜産と

か、分野ごとにテーマを決めて、毎回テーマを

変えてます。それぞれの作業工場であるとか、

品質についてであるとか 例えば、観光サー─

ビス業なんかであると、その観光分野における

ＤＸという一部特殊なマーケティングであると

かという部分があるので 分野ごとの研修をやっ、

ています。

産業政策課は、横断的にこういう研修をやっ

。 、ていくということです 各事業分野においては

農業の機械、作業のデジタル化、それから林業

であるとか、今日、商工業の説明がありました

けれど、商工業においても、分野ごとにもセミ

ナーを開催したり、実際の体験会みたいなもの

を開催したりして、まずは裾野をしっかり広げ

ていくというところから取組を始めているとい

うところであります。

研修会に参加する人たちは、そう○星原委員

いう時代が来ていることを分かっているのでは

ないかと思います。

そうではなくて、そういうことに取り残され

ているというか、要するに事業者の理解が進ん

でいない人たちを、どうやって底上げするかと

いうことだろうと思います。

危機意識を持っている方々は、多分率先して

参加してきていると思います。その人たちとい

うのはパーセントでいけば少ないのではないか

という気がするものですから、デジタル化の推

進に向けて、県全体を底上げするために何を行

政がするのか。あるいはそういう業界の人材を

どうやって育てていくのかとか、いろいろな課

題があるような気がします。

時代に遅れると、取り残されていくだろうと

思うので、その辺の取組が一つ大きな課題では

ないかと思っています。

零細企業の方々で後継者がいる場合はまだい

いのでしょうが、後継者がいない、まだ50代ぐ

らいから70代ぐらいまで仕事をしていこうとし

ている人たちが仮にいたとしたときに、そうい

う人たちをどうやってつないでいくのか。要す

るに人材の中でも、いろいろな分野でリース業

というものがありますよね。



- 15 -

令和４年12月５日（月曜日）

、 、そういうことのできる人材を 要望があれば

応援というか貸出しという形のことでもやって

いかないと。年代の高い人は、なかなかこのデ

ジタル化は分かっていても取組とかできないの

ではないかと思います。そういう産業の人たち

をどう救うのか、どういう手助けができるのか

ということを考えていかないと、なかなか進ま

ないという気がします。

若い人たちがある程度そういう企業の中にい

て、時代を先読みしてやっているところはいい

のでしょうが、それ以外の残される人たちはど

ういうふうに今後持っていくかを考えないと、

県の産業分野の底上げが厳しいのではないかと

思います。

その辺に向けても、どういうふうに今後取り

組むべきかということがあるのではないかと思

いますが、どうでしょうか。

、○大野産業政策課長 委員おっしゃるとおりで

セミナーの受講者の中であっても、どこから手

をつけていいか分からないとか、デジタル化を

何となくしないといけないけれども、どうやっ

て始めれば、誰に聞けばいいんだろうとかとい

う声もアンケートで随分いただいています。

商工会とか中央会など 直接事業者とつながっ、

ているところでも、ＤＸという講演とかだけで

はなくて、通常の総会や理事会、部会などにも

私たちもよく呼ばれて、話をする機会を随分い

ただいています。

そういう中で、ＤＸとか、デジタルに意識が

ない方にも、私たちが直接お話をする機会を随

分いただいていますので、そういう機会を粘り

強く続けていきながら、そういう意識を持って

いただいて 実際、実装補助とかで取組を先─

に進めている企業の事例とか展開とか、こうし

たらうまくいくという事例を少しずつ積み上げ

ていって、それを皆さんに広く周知していくよ

うな取組を重ねていくことで 広く底上げを図っ、

ていきたいと考えております。

17ページの自治体情報システ○太田副委員長

、ムの標準化・共通化というのがありますけれど

これを読むと、住民基本台帳、介護保険等、複

数のシステムを標準化する、統一的になるとい

うことだろうと思います。この標準化すること

によって、どのようなメリットがあるのか。こ

、れは国会でも議論されただろうと思うのですが

標準化のメリット、もしくはもし影響みたいな

ものがあるとすれば、どういった問題があるの

か、その辺ちょっと説明をお願いしたいと思い

ます。

物すごく簡単に言い○甲斐デジタル推進課長

ますと、例えば名前のデータ、私、甲斐慎一郎

といいますが、甲斐慎一郎という一つのデータ

で管理しているのか、甲斐と慎一郎で、名字と

名前を分けて管理しているのかとか、振り仮名

を平仮名で管理しているのか、片仮名で管理し

ているのか、全角か半角かとか 要は自治体─

ごとにばらばらでこれまで行われてきておりま

す。

ですから、情報をつなごうとしても、なかな

か、そもそもできなかったと。分かりやすい例

で言いますと、引っ越しをするときに転出と転

入、２回の手続が要りますけれども、それをデ

ータがつなぐことができれば１回の手続ででき

るようになります。そういったことをこれから

目指そうということで、国のほうで仕組み、ル

ールなど、標準化の仕様書が示されました。そ

れに基づいて、これから３年かけて市町村、そ

して県も一部ありますけれども、データをそろ

えていく データがそろっていくと、そこで─

いろいろな連携ができてくるということになっ
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。 、てまいります まずはデータ連携の基礎固めを

今、スタートさせているという状況でございま

す。

３年がかりでデータの標準化○太田副委員長

を行うとのことですが、県民、市民の方が、行

政サービスを簡単に１回の手続で行えるという

こと、その辺がメリットかと思います。

いろいろ個人情報とか、そういった危険性も

感じるところもあるので、その辺は、今後３年

の間できちっとやっていただきたいと思ってお

ります。

デジタル庁に行ったときもちょっ○ 原委員

と私は言ったのですが、例えば、我々民間の人

間からすると、申請書一つにしても様式が違う

わけです。都城市でやること、三股町でやるこ

と、宮崎市でやることとは違うわけです。

国から、県、市町村まで、同じ系列の会社な

わけですから、ここは国において統一様式を決

めて、そしてこれをやりなさいと言えば、何ら

こういうことがないと思います。

例えば、合併のときにも様式が違ったために

作業を同じにする、一つの様式にするのにかな

り労力が必要だったと思います。私ども民間の

人間からすれば、それは統一されていなかった

のかと、非常に不思議な気がします。デジタル

庁でも、そういうことを言ったところでした。

いろいろな申請書類とか、そういうものは別

に統一されても、全然問題はないですよね。三

股町でもらった申請用紙が、どこでも使えるよ

うになればいいと思うのですが、なかなか難し

いのでしょうか。企業であれば、真っ先にやる

ことですよ。

今までは地方自治と○甲斐デジタル推進課長

いうことで、法でやることは定められているけ

れども、その具体的な手続の在り方というもの

は、それぞれの自治体に任せられていた部分が

ありました。

物によっては当然統一されているものもあっ

たと思うのですが、委員がおっしゃるように、

まさにそこがいろいろと不都合が多かったとい

うことで、それを今回まずはデータをそろえた

上で、その後の手続もこれから標準化していく

ということを目指していくと思っております。

「作業標準」という言葉がありま○ 原委員

す。ものづくりの話がありましたけれど、でき

るだけ単純な繰り返すものについても 「作業標、

準」といって、一回一回オーダー制のものにし

ない それがまた作業の負担を軽くしていく─

わけだから、こういうことを早く全国でやらな

いと。地方の事情が違うこともあるでしょうか

ら、できないこともあると思いますが、一国民

、 。からすれば 統一してほしいという気がします

関連でいいですか。ちょっと○日髙利夫委員

古い話になるのかもしれません。宮崎県だと、

その行政のシステムには、富士通、ＮＥＣ、デ

ンサンなどのものがあり、市町村それぞれソフ

ト、やり方が違っていたわけです。

今もまだそれは多分生きていると思うのです

が、この標準化というのは、そういったいろい

ろな企業のシステムを同じ仕様に合わせるとい

うことになるのでしょうか。

まさにおっしゃると○甲斐デジタル推進課長

おりでございまして、仕様が全部統一されます

ので、どこのベンダーのものを使おうが、基本

的にはデータが使えるようになるということに

なってまいります。

ですので、価格競争も将来的には期待をして

いると、デジタル庁等は考えているところでご

ざいます。

昔は、結局システムの内容が○日髙利夫委員
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、 。違うから 価格の競争がなかなかできなかった

どちらがいいか悪いかというのは、やってみな

いと分からないというところがあって、自治体

としては非常にそこ辺の選択が難しかったとい

うのもあるけれど、同じパッケージを使えば、

１億円でやろうと、9,000万円でやろうと、同じ

入札のレベルと同じように考えられます。

そうなったときに、今までのシステムが全部

標準化されるということは、それぞれの市町村

における移行のための業務というのは、相当時

間がかかるのではないかと思うのですが、その

辺のボリューム的なものと、それに関する費用

というのは、何か交付税措置など、市町村に措

置されるのか。

まさにこれは国のほ○甲斐デジタル推進課長

うもお金を用意して、しっかりとやってほしい

ということで進めようとしております。

ただ、かなりシステムの価格も高いというこ

とがありまして、上限を超えるのではないかと

いうような懸念も、今、議論としては出始めて

いるところでございます。これから３年かけて

移行の業務が進んでまいりますので、その辺り

は、また状況を見ながら国のほうともしっかり

。と連携して進めてまいりたいと思っております

例えば、あるＡ社のシステムを入れていると

して、それを自治体によっては、こういう帳票

をつくってほしいとか、かなりカスタマイズを

していたりすると、標準化するときに、そこを

少し諦めてもらうとかしないと、標準化しづら

くなるというところがございます。

今までは、やりたいようにシステムをつくっ

てもらうという発想でシステムをつくってきた

のですが、これからは、標準化されたシステム

に業務を合わせていくというふうに切り替えて

結局は、同じベンダーに頼まないとできな─

いということになりますので、そういった考え

方の転換というのも、これから求められてくる

のかと考えております。

いろいろな事業予算が組まれてい○星原委員

ますが、多分、県の単独事業ではないと思いま

す。国からの事業ではないかと思うのですが、

皆さん方から国に要望して、この予算が下りて

きているものなのか。国がそれぞれの都道府県

に 人口比なのか何なのか分かりませんが─

配分の仕方というのはどういう形で、この─

予算というのは下りてきているのでしょうか。

事業それぞれ、例え○甲斐デジタル推進課長

ばデジタル田園都市構想交付金を使っているも

のもあれば、コロナ交付金を使っているものも

ございます。地方創生交付金のものも、ちょっ

と確認してみないと分かりませんが、あると思

います。いろいろな資金を使いながら今進めて

いるというのが現状でございます。資金の出ど

ころは必ずしもデジタル絡み、直接的なもので

はなくても、いろいろな資金もございます。そ

ういったものをうまく活用しながら、進めてい

かなければいけないと考えているところでござ

います。

そうであれば、いかに国から予算○星原委員

を持ってくるかだと思います。地域の中で、い

ろいろな産業の方とやり取りをし、いろいろな

課題を解決するために、予算の確保をやってい

くべきではないかと思うのですが、その辺につ

いてはどうでしょうか。

資料の15ページを見○甲斐デジタル推進課長

ていただくと、まさに国のほうもそういう方向

性を示しております ポンチ絵のところのステッ。

プ２のところでございますけれども、まず、そ

の地域の中で必要とされるプロジェクトを、デ

ジタル田園都市構想交付金を含め、各省庁の支
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援資金とかを調達して進めていきなさいと言っ

ております。

国のほうも実証実験とかをやっている段階で

はなくて、すぐに実装していきなさいと─デ

ジタル田園都市構想交付金は、基本は実装のた

めの支援ということになっております。世の中

には様々な技術がかなり出そろってきておりま

すので、それをいかに地域で必要なものに落と

し込んでいくかといったことが求められるかと

捉えています。

市町村、県もそうですけれども、一緒になっ

て、こういった資金もしっかり見据えながら事

業を進めていかなければいけないと考えており

ます。

○星原委員 そうであればなおのこと、何が次

に向けて不足だとか、こういう事業にもうちょっ

と予算をもらえると、いろいろな形で広がりが

出るとか、取り組んでいる企業から意見がある

のではないかと思います。

より多くのそういう研修会とかを開催して

─産業別でもいいのですが、その中で予算が

必要な事業については、国に言って、予算を引っ

張ってくることをやっていかないといけないと

思っています。県だけではなくて、市町村にも

関係するので、市町村との連携の中でそういう

ことをやっていくべきではないかと思うのです

が、その辺はどうでしょうか。

○甲斐デジタル推進課長 私もいろいろな研修

会に参加しますが、講師に様々な事例を紹介し

てもらっても、意外と事業者の反応が悪かった

りします。なぜかと言うと、それは東京だから

できるのでしょうとか、それは農業だからでき

るのでしょうという感じで、なかなか自分に引

き寄せて考えることがどうも難しそうだという

ことを感じることがございます。

県内でいろいろな具体的な事例─大規模な

ものでなくても、手元から始められる小さな事

例もたくさんございます。例えば、結構熱心に

やっている製造業のところであっても、最初に

やったのは、お金がかからない出退勤のフリー

のアプリ─全社員がこれを使って、出退勤を

まずやるというところからスタートしておりま

す。その後、徐々に社員の意識が変わっていき、

経営幹部の意識も変わっていき、新しいソフト

を入れていくという段階に行ったというような

お話も聞いたことはございます。ステップを踏

んでいかないと、いきなりＤＸということには

ならないと思います。ですから多様な研修メニュ

ーを用意しながら、できるだけ我が事として捉

えていただくという機会をつくっていくことは

大事かと感じているところでございます。

○日髙利夫委員 まだちょっと時間がありそう

なので、要望です。今、課長がアプリの話とか

具体的な事例、それから社員の意識の改革とい

う話をされました。１週間ぐらいちょっと前に、

議員に支給されたタブレットの電子メールにお

いて、添付ファイルが開けなかったのですが、

何か操作を間違ったのかと思っていたところ、

後に、日本語ワープロソフトの一太郎ファイル

は開けないということでした。これも仕様の標

準化と同じようなことだと思っております。

何回も言いますけれど、この辺は、ぜひ課長

が中心になって、一つこれも改革をしてもらう

といいと思ってます。

○安田委員長 16ページですが、マイナンバー

カードの利用活用拡大についてです。マイナン

バーカードを取得したら何ができるかという話

になりますと、今、保険証とか運転免許証とか、

いろいろ話が出てくると思います。何年も前の

ときには住民票とかがコンビニで取れるという
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話でしたが、いまだに各市町村でまだ対応して

いないところがあります。市単位では、全市で

できていると思うのですが、町村─門川町で

は、まだ対応できていない状態です。

住民の方から問合せが来て、コンビニに行っ

て、マイナンバーカードを出して、住民票が欲

しいと言ったら、まだシステムが更新されてい

ないからできませんと言われました。門川町の

ほうに問合せをしたら、検討はしているという

回答でした。

予算がないのか聞いたところ、予算はないと

言う。いつまでにするのかと聞いたら、令和７

年くらいにできると思うとの回答でした。

でも、考えてください。各市町村がこんなに

隔たりというか、差があったら、マイナンバー

カードを普及しても何も始まらないのではない

かという思いがあります。これは県主導でどん

どんやってもらわないと、逆にいけないのでは

ないかと思っていますが、いかがでしょうか。

○甲斐デジタル推進課長 私も、ほぼ全ての首

長と意見交換させていただきましたし、担当課

とも話をさせていただきました。

そういった中で、意識の差というのはござい

ますし、あと規模の小さい自治体ですと、コン

ビニに支払う手数料もそれなりに負担が大きい

というのは実情としてございます。

ですので、本当に自治体ごとに取組姿勢とか、

考え方というのは違っております。例えば、先

頭を行かれている都城市は、窓口での手数料

は300円だけれども、コンビニだと150円であり、

その差額分は市で負担して─要は、デジタル

を推し進めるために、マイナンバーカードが、

一つの大事な要素となるという認識の下に、そ

この負担も引き受けていらっしゃるところもご

ざいます。

それが正解かどうかは別としまして、自治体

によって相当意識の差というのはあるのは実態

でございますので、これから自治体運営をどう

していきたいかということを、我々もしっかり

とお話をしながら進めていきたいと考えており

ます。

○安田委員長 デジタル化を推進するためには、

マイナンバーカードが一番最初の入り口となる

のではないかと思っていますので、各市町村に

対して、システムを導入するに当たりどのくら

いのお金が要るのか、どういうことが必要なの

かなど、県のほうから指導していただいて、み

んな同じレベルにしていただかないと、ちょっ

と困るという思いはしているところであります。

私自身は、住民票がすぐ取れるものだろうと

思っていたのですが、そういうことでありまし

たので、よろしくお願いを申し上げます。要望

しておきます。

○ 原委員 せっかくだから、本当に、しっか

りやらないと、このマイナンバーは普及しませ

ん。私も必要だったのは１回だけでした。

それと、私の千葉県にいる友人が、非常に皮

肉めいたこと─このマイナンバーは、どこに

意味があるのか。マイナポイントをもらうとき

までが意味があると。マイナポイントを自分で

使うために登録するが、その先は意味がないと

いうことを言っていました。せっかく、あれだ

け政府が力を入れていても、今の話のようにな

かなか広がりを欠くのではないかと思います。

中途半端になってしまう。

○松浦総合政策部長 マイナンバーについては、

どういう場面で使っていけるのかというのがま

だまだ事例が少ないということが課題としてあ

ると思っています。市町村にしても県にしても、

行政手続のオンライン化というのは近々に進め
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てまいりますので、そういったものが確立でき

てくれば、当然マイナンバーを使った手続とい

うものが簡単にできるような仕組みになってま

いります。そういった使える場面を増やしてい

くということも含めて、併せてやっていきたい

と思っております。よろしくお願いいたします。

○安田委員長 そろそろ時間になりましたので、

ほかに質疑がございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○安田委員長 それでは、これで終わりたいと

思います。

執行部の皆様、御退席されて結構です。

暫時休憩いたします。

午前11時35分休憩

午前11時37分再開

○安田委員長 それでは、委員会を再開いたし

ます。

まず、協議事項（１）提言についてでありま

す。

本日まで６回の委員会と県内・県外調査を

行ってまいりました。これからは年度末の報告

書に向けて、県当局に対する提言を整理してい

かなければなりません。

これまでの当委員会の活動につきましては、

お配りしておりますＡ３版の資料にまとめてお

ります。２枚の資料となります。提言につなが

るような委員の皆様の御発言や意見交換先の発

言などをまとめて記載しております。

報告に対しての提言につきましては、今ここ

で何か御意見があればお伺いをしたいと思いま

す、いかがでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○安田委員長 特にないようでありますので、

次回の委員会で御意見を出していただき、報告

の内容を検討していただきたいと思います。

なお、次回の委員会では、ある程度、正副委

員長のほうで報告書骨子（案）という形で取り

まとめていきたいと思いますが、よろしいでしょ

うか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○安田委員長 それでは、年度末の報告書につ

いては、このように検討を進めていくというこ

とでよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○安田委員長 それでは、そのようにさせてい

ただきたいと思います。

次回の委員会では、提言の内容について御意

見のある委員がいらっしゃいましたら、随時正

副委員長まで申出いただきたいと思います。よ

ろしくお願いいたします。

次に、協議事項（２）次回の委員会について

であります。

次回の委員会は、年明けての１月20日、金曜

日に開催を予定しております。次回の委員会で

は、報告書に向けた検討を行います。これに加

えて御希望があれば執行部からの説明を受ける

こともできますが、次回の委員会の内容につき

ましては御意見はございませんでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○安田委員長 特にないようのでありますので、

次回の委員会の内容につきましては、正副委員

長に御一任いただいてよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○安田委員長 それでは、そのような形で準備

をさせていただきます。

最後に、協議事項（３）その他で委員のほう

の皆さんから何かございませんでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○安田委員長 次の委員会は、来年１月20日、
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金曜日を予定しておりますので、よろしくお願

いいたします。

それでは、以上で本日の委員会を閉会いたし

ます。

午前11時39分閉会
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